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（開示事項の経過）再発防止策の進捗に関するお知らせ 
 

 

当社は、2025年２月12日付「再発防止策の策定及び関係者の処分に関するお知らせ」におい

て公表しましたとおり、2025年２月７日付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知

らせ」にて公表した特別調査委員会の提言を受けて、再発防止策を策定いたしました。  

本日までの再発防止策の具体的な進捗状況について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

（１）訪問看護事業を推進するための基盤となるリスク分析・評価等を行う体制の導入・実施 

 

ア．「訪問看護・介護事業リスク検討委員会」の設置 

2025年３月に「訪問看護・介護事業リスク検討委員会」を設置し、月に１回の頻

度で本日までに同委員会を計９回開催しております。同委員会は当社取締役をはじめ

経営推進を担う各部の役職者の参加に加えて、社外から有識者３名（⽇本ジェネリッ

ク医薬品・バイオシミラー学会理事、全国介護事業者政治連盟理事、顧問弁護士）を

招へいし、開示した再発防止策の進捗状況を報告するとともに訪問看護・介護事業及

び同事業に対する内部統制体制の現状と課題等についても報告・協議を行い、社内で

不適切な事象が生じていないか、また、不適切な事象が生じるリスクがないか等につ

いて、リスク分析・評価を行っております。同委員会では、これらの議論を通じて、

再発防止策が現場で適切に運用されているか、また制度的に定着しているかを確認

し、各再発防止策の実効性と継続的な改善を検証しております。なお、第９回委員会

（2025 年 11 月 11日開催）から、新たに就任した社外取締役の新俊彦氏にも参加い

ただいております。 

  



 

 

イ．経営陣による施設ラウンドの定期実施 

正確な現場状況の把握及び問題解決のために2025年２月より代表取締役を中心とし

た経営陣による施設ラウンドを実施しており、本日までに計58施設、180回の訪問を実

施し当初策定した計画通りに全施設へのラウンドが完了しております。今後は、代表

取締役が半期に１回、他メンバーが四半期に１回の頻度での各施設への訪問を予定し

ております。 

経営陣が直接現場の意見をヒアリングすることで、一連の再発防止策、教育内容の

強化により、「法令順守の意識、理解がさらに深まった」、「短時間訪問が大幅に減少

した」といった再発防止の取組みについて職員の理解が深まったことが確認された一

方、再発防止策の実施により、現場への業務負担が増加しているといった意見が確認

されており、今後は再発防止策の継続的な遂行に併せて現場負担軽減のための業務効

率化を課題として認識しております。 

  

 ウ．医療・介護業界のコンプライアンスに精通する外部有識者招へいの検討 

2025年11月11日開催の臨時株主総会にて新たに社外取締役１名を選任しました。今

回選任した新俊彦氏は厚生労働省を中心に、地方自治体、内閣府などの多岐に渡る延

べ30年の行政経験を通じて、介護・医療分野に関する幅広い見識と実績を有しており、

当該見識や実績を活かして客観的かつ独立的な立場から職務の遂行が可能であると判

断し、社外取締役として招へいしました。 

 

（２）内部統制の強化・再構築 

 

ア．PDハウス等の現場における内部統制の強化・再構築 

 

(ア)訪問看護時間を正確に把握・記録する為の電子記録制度の導入 

訪問看護事業において正確な訪問時間の記録と不正防止を目的として、2025年１

月より全施設の各居室に QRコードを設置し、入退室時の記録をルール化し運用を継

続しております。また、訪問看護提供時間の記録においては、電子カルテシステム内

のタイマー機能（開始・終了）を利用し正確な記録、管理を併せて実行しておりま

す。 

 

(イ)複数の看護師の連携による訪問看護計画の作成・見直し 

訪問看護計画の作成フローを見直し、2025年１月より、訪問看護対象者１名に対し

原則３名以上の看護師で協議して訪問看護計画の作成・見直しを実施し、現場の看護

師間のチェック機能が働くようにすると共に、訪問看護計画の内容の妥当性、透明性

を担保しております。また、立案した看護計画内容が適正か、短時間訪問が常態化し

ていないか等を確認するため、複数の看護師によるカンファレンスを３か月ごとに開

催し、運用状況の確認及び必要に応じて計画の変更を行っております。 

 

(ウ)現場管理職による訪問看護記録のチェック体制の強化 

2025年１月より、訪問看護に係る全施設において、現場の管理職（看護主任・副主

任）は、全ての訪問看護記録が適正に作成されているか、特別管理加算のために必要

な看護内容の記載に漏れがないか等を確認しております。訪問看護記録に記載の内容

に問題があれば、主に電子カルテシステムで作成者に差し戻しを行います。また、看

護主任及び副主任は記録内容と訪問時間（QRコード、電子カルテシステムのタイマー

データ）に基づき、算定の可否を判断します。 

 



 

 

(エ)管理職（看護部看護課長）による訪問看護記録のサンプルチェックの実施 

2025年１月から看護部の看護課長が、それぞれ統括する全施設へ毎月訪問し、各施

設の入居者５名分の訪問看護記録（直近１ヶ月分）をランダムに抽出し現場の管理職

（看護主任・看護副主任）によるチェックが正しく行われているかを改めて確認して

おります。 

 

(オ)運営部長による定期的なヒアリング調査の実施 

2025年１月より、各エリアのPDハウスを統括するサービス運営部長が主体となり、

現場の実態把握と早期課題抽出を目的として、毎月、各施設において５名程度の職員

（看護職・介護職・事務職など）及び入居者を対象とした個別ヒアリング調査を実施

しております。ヒアリングでは、業務上の不安や制度運用上の懸念、サービス提供上

の課題などについて匿名性を確保した上で丁寧に聞き取り、現場の声を経営に反映す

る体制構築に努めております。 

これまでに計58施設（全施設）において調査を実施しており、ヒアリングで得られ

た情報は毎月開催の訪問看護・介護事業リスク検討委員会で「ヒアリング結果と課題」

として報告のうえ、個別の業務改善指導や横断的な制度見直しにも活用されておりま

す。今後も、こうした対話型アプローチを通じて、現場との信頼関係を築きながらリ

スクの早期発見と予防的マネジメントに取り組んでまいります。 

 

イ．管理部門における内部統制の強化・再構築 

 

(ア)PDハウス等の現場の共用部カメラによる監視体制の導入 

2025年５月に、訪問看護に係る全施設の廊下、フロアなどに記録用のカメラの設置

を完了しました。また、管理部門において毎月10施設程度を抽出してこれらの施設に

おける同カメラの録画データから日中（9：00～18：00）５件、夜間（18：00～9：

00）10件程度の映像をサンプルチェックする監視体制を構築いたしました。2025年10

月までに計７回の調査を行い、訪問看護記録とカメラ映像を突合し、訪問看護記録に

記載の通り訪問が実施されているかを確認しております。毎月150件程度の調査を実

施し訪問看護記録の内容と相違の見られる案件に関しては、看護教育部にて内容の確

認を行い保険請求の可否を判断しております。本日までに計1,089件の調査を行い、

49件の保険請求ができない事案を確認しております。保険請求ができない訪問事案が

発生した施設については再調査と再発防止報告書の提出を行い、再発防止の取り組み

を強化しております。 

 

(イ)管理部門に新たに看護部を設置 

2025年４月に管理部門内に看護部を新設いたしました。同部は全施設からの問い合

わせ窓口となり、現場からの疑問や課題に対して回答・対応を行っております。特に

開設から間もない施設については適切なオペレーションの定着とコンプライアンス浸

透に向けて重点的に支援を行っております。看護部において問題に発展し得る事象を

発見した場合は、訪問看護・介護事業リスク検討委員会に報告をしております。な

お、各職種（介護、看護、リハビリ）向けにも同様の問い合わせ窓口を新設したた

め、看護部は、同年10月より看護教育部（旧看護部）に名称変更をしております。看

護教育部は2025年10月時点で部長含め10名の看護師で組織しております。 

  



 

 

ウ．内部監査室による監査機能の強化 

 

(ア)内部監査における調査内容の拡充 

2026年３月期の内部監査基本計画では、従来の監査項目に加え、再発防止策の運用

状況を評価すべく、訪問看護計画及び訪問看護記録の作成プロセスを中心に調査内容

を拡充しております。また、これまでの書面による調査に加えて、看護職員へのヒア

リングや共用部カメラを活用した看護記録の適正性に対する調査を実施するなど、内

部監査手法の面でも改善を図っております。 

 

(イ)内部監査の対象及び監査内容の拡充 

訪問看護事業全体の実態をより的確に把握するため、これまでの事業所単位での監

査に加え、本社各部門におけるルールの制定状況や、事業所への業務サポート状況に

ついても監査を行う必要があると判断し、新たに、サービス運営本部（旧西日本運営

部・東日本運営部）、看護教育部（旧看護部・教育部）等を監査対象に加え、本社各

部門の改善活動が再発防止策の趣旨に沿っているか、本社からの指導内容と事業所の

理解に齟齬がないか等も監査項目に取り入れております。 

 

(ウ)内部監査室長への適切な役職者の配置及び権限の強化 

2025年３月から内部監査室を内部監査部に格上げして権限を強化すると共に、新部

長には他の上場企業で内部監査業務（３年）及び取締役会事務局（８年）に従事し、コ

ーポレート・ガバナンス分野で豊富な経験を有する人材を登用いたしました。2025年

３月から内部監査部長を経営会議及び訪問看護・介護事業リスク検討委員会の参加者

に選任し、経営層と直接の意見交換や報告を通じて、経営課題をタイムリーに把握で

きる体制、再発防止策の進捗状況を継続的に把握できる環境を整備いたしました。 

また、内部監査部の人員を従来の３名から５名へ増員し、新たに看護業務経験者を

配置することで、看護現場に対する監査能力の強化を図りました。 

これらの施策により、運営指導に関する既存の監査ノウハウは維持したうえで、不

適切事象の早期検知・調査・提言いずれの局面でも、これまで以上に実効性の高い監

査体制を構築しております。 

 

（３）研修・教育の充実とコンプライアンス意識の醸成 

 

ア．オペレーションに関する継続的な教育体制の構築 

2025年６月に経営層を含む全社員向けにコンプライアンス研修として、訪問看護・

訪問介護法令研修、倫理観研修を実施しました。2025年11月７日時点で対象者の

100％の受講が完了しております。研修の受講回数についても、従前は入社時にのみ

受講する運用を実施しておりましたが、今後は全社員を対象に毎年、年２回の受講を

予定しております。 

 

イ.訪問看護に関するマニュアルの整備・改訂及び管理体制の強化 

2025年１月に、訪問看護に関する全マニュアルの内容について誤解を生む疑いのあ

る表現の排除を始め、内容についても精査・見直しを実施しました。また、2025年４

月に全施設におけるマニュアルの閲覧体制を強化し、常に最新版のマニュアルのみを

閲覧可能にする目的で全施設に従業員が使用可能な研修用PCまたはタブレットの配備

を完了しております。また、施設に配備するマニュアルにシリアルナンバーを付与す

ることで情報管理体制の強化を図っております。 

 



 

 

ウ.不正行為等に対する懲戒処分の厳格化及びその周知 

2025年４月１日付で就業規則を改訂し、懲戒該当事由に「保険請求の不正につなが

る行為」を追加いたしました。懲戒該当事由が生じた場合は、厳正な対応を実施して

まいります。なお、本日までに「保険請求の不正に繋がる行為」を理由とした懲戒処

分は発生しておりません。 

 

（４）人事評価の指標としての施設単価目標の廃止を含む人事評価制度の変更 

 

2025年３月期以降の人事評価において、訪問数等を既定しているとして指摘のあっ

た、施設単価指標は即時廃止し、再発防止策で言及した指標「施設の課長職以上の評

価項目になっていた顧客満足度、従業員満足度を主任、副主任の評価項目に追加す

る」、「コンプライアンス遵守を全従業員の評価項目に追加する」といった内容を反

映した人事評価に改訂しております。そして、2026年３月期上期は改訂の準備及び社

内周知の期間とし、下期から運用を開始しております。 

 

（５）就寝時間帯における訪問看護の内容の再検討 

 

就寝時間帯における訪問看護計画については画一的な基準とならぬよう個々の入居

者及びご家族の希望、医師の見解、現場の看護師の声等も踏まえたうえで策定を実施

しております。また、立案した看護計画内容が適正か、短時間訪問が常態化していな

いか等を確認するため、複数の看護師によるカンファレンスの定期開催をルール化

し、運用状況の確認及び必要に応じて計画の変更を行っております。 

 

（６）ナースコール対応人員体制の確保 

 

2025年４月から全施設でナースコールの対応を目的とした人員を増員し、ナースコ

ール対応等の施設サービスとしての介護業務を24時間体制で実施できる人員体制を確

保しております。また今後は、入居者の状況を踏まえ、必要に応じて人員拡充を行う

予定です。 

 

 

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしまし

たことを、心より深くお詫び申し上げますとともに、引き続き信頼回復に向けて全力で再発防

止策に取り組んでまいる所存ですので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

以 上 

 


